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 標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）国民健

康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）

長あて通知したのでお知らせします。 
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「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 
等の一部改正について 

 
 
  今般、特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部を改正する件（令
和４年厚生労働省告示第 264 号）が公布され、令和４年９月１日から適用されること等
に伴い、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、同日から適用することとするので、
その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹
底を図られたい。 
 
                                      記 
 
別添１ 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和４

年３月４日保医発 0304 第１号）の一部改正について 
 
別添２ 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（令和４年３

月４日保医発 0304 第９号）の一部改正について 
 
別添３ 「特定保険医療材料の定義について」（令和４年３月４日保医発 0304 第 12 号）

の一部改正について 
 
（参考） 医療機器の保険適用にかかる疑義解釈について 
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別添１ 

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 
（令和４年３月４日保医発 0304 第１号）の一部改正について 

１ 別添１の第２章第１部第２節Ｂ１００に次を加える。 
（３） 高血圧症治療補助プログラム加算

ア 区分番号「Ａ００１」に掲げる再診料の「注 12」の地域包括診療加算、区分
番号「Ｂ００１－２－９」に掲げる地域包括診療料（月１回）又は区分番号「Ｂ
００１－３」に掲げる生活習慣病管理料の「２」高血圧症を主病とする場合を
算定する患者（入院中の患者を除く。）のうち、高血圧症に係る治療管理を実
施している患者をこれまでに治療している医療機関又は、地域の医療機関と連
携する、関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である医療機関にお
いて算定する。

イ 成人の本態性高血圧症の治療補助を目的に薬事承認されたアプリを使用し高
血圧症に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合に、アプリによる治療
開始時に区分番号「Ｂ１００」に掲げる禁煙治療補助システム指導管理加算を
準用して初回に限り算定する。

ウ 成人の本態性高血圧症の治療補助を目的に薬事承認されたアプリを使用し
高血圧症に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合に、区分番号「Ｃ１
５０」に掲げる血糖自己測定器加算の「４」月 60 回以上測定する場合を準用し
て、初回の使用日の属する月から起算して６か月を限度として、初回を含めて
月１回に限り算定する。

エ 前回算定日から、平均して７日間のうち５日以上血圧値がアプリに入力され
ている場合にのみ算定できる。ただし、初回の算定でアプリ使用実績を有しな
い場合は、この限りではない。

オ アプリの使用に当たっては、関連学会の策定するガイドライン及び適正使用
指針を遵守すること。
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参考 
 

医療機器の保険適用にかかる疑義解釈について 
 

 
【Ｂ１００（３）高血圧症治療補助プログラム加算】 
 
問１ 「地域の医療機関と連携する、関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設

である医療機関」は、具体的にどのような医療機関を指すのか。また、そのような
医療機関での算定に当たってどのような点に留意すべきか。 

 
（答）日本高血圧学会が指定する高血圧認定研修施設であって、医療法に基づく外来機

能報告制度における紹介受診重点医療機関を指す。 
 
   なお、当該医療機関でアプリを活用して治療を行うにあたり、例えば、地域のか

かりつけ医機能を担う医療機関からの紹介で治療する場合や心筋梗塞等の救急治療
で入院後に当該医療機関において一定期間外来でフォローする場合など、具体的な
理由について明細書の摘要欄に記載すること。 

 
   また、地域のかかりつけ医機能を担う医療機関での治療が可能かどうか検討を行

い、その検討結果について請求時毎に明細書の摘要欄に記載するとともに、可能と
なった場合には、速やかに地域の医療機関に紹介すること。 

 
 
問２ 当該管理料の算定時点において、日本高血圧学会が指定する高血圧認定研修施設

や医療法に基づく外来機能報告制度における紹介受診重点医療機関に指定されてい
る必要があるのか。 

 
（答）そのとおり。具体的には、算定時点において、学会や行政のホームページにおい

て掲載されている又は学会や行政に問い合わせれば確認できる状態となっているこ
と。 

 
 
問３ 「高血圧症に関する総合的な指導及び治療を行った場合」とあるが、具体的には

どのような者が対象となるのか。 
 
（答）成人の本態性高血圧症の患者を対象とするものであるが、既に医師の管理下で十

分にコントロールされている患者は対象外となる。なお、成人の定義については、
20 歳以上の者である。 

 
 
問４ 「関係学会の策定するガイドライン及び適正使用指針」とは何を指すのか。 
 
（答）現時点では、日本高血圧学会が作成した「高血圧治療ガイドライン」及び「高血

圧治療補助アプリ適正使用指針」を指す。 
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